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論　　説

　抄　録　本稿は，国際仲裁によって知財係争が解決されるケースが近年増加傾向にあることに鑑み，
特に日本企業の知財・法務担当者にとって重大な関心事項である情報開示に焦点を当て，その法的枠
組み，具体的な手続の流れ，適用される規則の詳細について解説する。特に，国際仲裁における文書
開示手続について，概論的な説明とともに，文書開示手続を立証戦略上有利に進めるための実務上の
tipsについても併せて示す。さらに，仲裁手続における非公開原則と秘密性との関係についても検討し，
日本企業が国際仲裁を利用する際に秘密性を担保しつつ，適時開示義務等の情報開示義務を遵守する
ために考慮すべき点も指摘する。このように本稿は，日本企業の知財・法務担当者にとって，国際仲
裁実務における情報開示の実際について理解を深め，適切な準備をするための重要なガイドを提供す
ることを目的としている。
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1 ．	はじめに

国際仲裁手続が国際契約に基づく紛争解決の
スタンダードとなって久しい。仲裁手続の秘密
性，中立性，柔軟性，効率性の観点から，とり
わけ異なる国の企業同士の契約においては，訴
訟ではなく，仲裁が紛争解決手段として好まれ
ている１）。もっとも仲裁を利用するためには，

予め当事者間で仲裁合意を結んでおく必要があ
る。この点，特許権侵害等の知財係争では，予
め紛争当事者間で契約がないことも多く，知財
権が国ごとに発生することと相まって，同一の
製品を巡って，世界各地で知財権侵害訴訟が乱
立する事態も稀ではない。ところが，知財係争
も，一旦ライセンス契約等の契約関係が当事者
間で成立すると，紛争解決条項に仲裁が選ばれ
ることが多く，知財契約に基づく仲裁も数多く
公表されている２）。また予め契約関係がない当
事者間で，仲裁合意を事後的に結び，世界各地
の特許侵害の係争を，一本の非公開な仲裁手続
で，一回的に解決する事例も出てきている３）。
テクノロジーが絡む仲裁件数の統計を取ってい
る米国の国際仲裁機関のICDR４）では，テクノ
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ロジーに関する係争が，2020年の55件（国際仲
裁の申立件数の総数704件）から2022年では133
件（国際仲裁の申立件数の総数755件）に増え
ている５）。テクノロジー系の係争では，何らか
の形で知財の係争が発生する確率が高いことに
鑑みると，今後とも知財係争を仲裁で解決する
事案が増えていくことが容易に推察される。
翻って日本企業の仲裁活用例を見るに，大手
仲裁機関の統計を見ても日本企業を当事者とす
る事件数は限定的で６），一部の業界を除き，日
本企業に仲裁経験に基づく学びが蓄積される例
は限られる。そのため本稿では，企業の知財担
当者として，いつ何時起こるかもしれない国際
仲裁に備えて，仲裁実務の具体的なイメージが
掴めるよう，仲裁手続の中でも，とりわけ当事
者である企業にとって人的にも費用面でも負担
の重い文書開示手続に特化して，手続の概要及
び実務的な留意点を概説する。
ところで，仲裁の利点として秘密性が挙げら

れることから，仲裁手続＝秘密と考えている読
者も多いのではないだろうか。仲裁手続＝非公
開ではあるものの，当然に仲裁手続＝秘密とは
限らない。仲裁手続＝秘密となるには一手間必
要となることもある。とりわけ知財係争では，
文書開示により企業の最先端の秘密情報が相手
方にわたり，仲裁手続の審理の対象となる場合
もあることから，仲裁手続で秘密性を確保する
ための留意点についても言及する。

2 ．		国際仲裁手続における文書開示の
ルールと戦略

2．1　概　　要

国際仲裁手続は，仲裁地の仲裁法や当事者の
選んだ仲裁規則に基づいて行われるが，仲裁法
や仲裁規則は，裁判における民事訴訟法や民事
訴訟規則と異なり，詳細な手続を規定していな
い。証拠調べについても，仲裁規則は，仲裁廷

による証拠評価の権限と裁量を定めるだけで，
具体的な証拠法や文書開示要求の手続を定める
ことは稀である。これは，国によって裁判手続
が異なる中で，仲裁では，特定の国の裁判手続
に縛られることなく，大陸法や英米法等法的な
バックグラウンドの異なる当事者間で，個々の
紛争に適した手続を，当事者の合意又は仲裁廷
の判断で作っていく私的自治に基づく制度だか
らである。とはいえ，実務的には，仲裁規則に
書かれていない手続を，毎度仲裁ごとに当事者
が一から合意により作り上げるのではなく，国
際仲裁で幅広く利用されている標準的な実務を
ベースに，個々の事案に則して手続を作り込ん
でいくのが実情である。以下では，この国際標
準の仲裁実務に含まれる文書開示手続について
説明する。
国際標準の仲裁実務での文書開示は，世界

170か国以上，８万人を超える法律家で組織さ
れる国際法曹協会（International Bar Associa-
tion）７）が定めるRules on the Taking of Evi-
dence in International Arbitration（以下「IBA
証拠規則」という。）８）を参照して実施される
ことが多い。証拠「規則」という名称ではある
が，法的根拠に基づき当然に当事者を拘束する
というものではなく，長年の国際仲裁実務の中
で醸成され，英米法（文書開示が広範）・大陸
法（文書開示が限定的）等の法体系の違いを超
えて，幅広く受け入れられてきた実務，いわば
国際仲裁のソフトローを文書に書き下したもの
である。そのため，仲裁廷が組成された後，約
１か月で出される仲裁手続の詳細を定める第一
手続命令（Procedural Order No.1）で，IBA証
拠規則を参照して文書開示手続が行われること
が規定される。
広範な文書開示手続のある英米法系の実務家

と，文書開示手続が限定的な大陸法系の実務家
の双方に受け入れられるIBA証拠規則とは何
か。一言で言えば，両者の折衷的な手続であり，



知　財　管　理　Vol. 74　No. 5　2024 533

また運用次第で英米法的にも大陸法的にも使え
る鵺的な規則ともいえる。ちなみにIBAでは，
最新の実務を反映するために，時折IBA証拠規
則の見直しを行っており，直近では2020年に仲
裁手続のデジタル化を反映して改正が行われて
いる。
以下では，IBA証拠規則のうち，最もよく参
照される文書開示手続の実務と留意点を，仲裁
手続の流れに沿って概説するとともに，IBA証
拠規則の対抗軸として新たに登場したプラハ・
ルールについても紹介する。

（1）	仲裁手続が始まる前の準備	―	関係者に
対するDocument	Holdの発出

米国訴訟の経験のある読者であれば，訴訟の
具体的な可能性が生じた時点で，紛争当事者は，
社内の関係者及び関係部署に対して，訴訟に関
連する可能性のある文書を保存し，廃棄や改変
を禁止する，いわゆるDocument Holdを発出す
る義務があることをご存じであろう。これは，
米国訴訟には広範な文書提出を義務付けるディ
スカバリーがあり，訴訟当事者にディスカバ
リーの対象となる可能性のある文書の保管を義
務付けているからである。実際，米国訴訟では
文書の保管義務を怠った当事者には制裁があ
り，文書廃棄の事実だけで廃棄した当事者が敗
訴することもある。
この点，国際仲裁では，仲裁の具体的な可能
性が想定された時点で，仲裁合意の当事者に対
して仲裁に関連する文書を保存する義務を規定
した仲裁法や仲裁規則はない。しかし，仲裁に
おいても，仲裁申立の現実的な可能性が生じた
段階で，社内関係者に対して，文書を保管する
担当者，文書の種類，期間等を特定した
Document Holdの通知を行い，関連する文書を
保全することが望ましい。
というのも，国際仲裁であっても，自己に有

利な文書が散逸しないよう文書を保管する必要

がある。加えて，国際標準の仲裁実務では文書
開示手続が想定されることから，仲裁廷も仲裁
の当事者も，仲裁の具体的な可能性が出てきた
時点で，仲裁に関連する文書が保管され，廃棄
や改変がなされていないことを前提にしている
からである。そのため，仲裁手続が始まり，一
方当事者が文書を適切に保管せず，廃棄，改変
していたことが判明した場合には，相手方当事
者から文書の保管を怠ったことを非難され，後
述するように，仲裁廷にも不利な心証を抱かれ
る虞がある。
実際，国際仲裁の代理人の行為規範に関する

ガイドラインを定めるThe IBA Guidelines on 
Party Representation in International Arbitra-
tion（「国際仲裁における当事者の代理に関す
るIBAガイドライン」）は，仲裁代理人に対し，
文書開示の可能性のある仲裁において関連文書
を保管する必要があることを当事者に伝える義
務を規定している９）。
もっとも，仲裁手続が始まる前の時点では，
相手方がどのような文書開示要求をしてくる
か，自分たちが相手方にどのような文書開示要
求をしたいか定かでない。したがって，IBA証
拠規則に定める文書開示の範囲を参照しなが
ら，Document Holdを行う。次項では文書開示
手続の枠組みを概観する。

（2）	文書開示手続の具体的な流れ	―	IBA証
拠規則を中心に

１）仲裁廷によるIBA証拠規則の参照
前述のとおり，一般的には，IBA証拠規則は，
申立人により仲裁手続が開始され，仲裁廷が組
成された後，当事者双方の意見も聴取した上で，
仲裁廷が作成する第一手続命令に規定すること
で，仲裁手続に正式に取り込まれる。第一手続
命令で，仲裁廷はIBA証拠規則を参照する旨規
定することが多い。「適用」ではなく「参照」
されるのは，仲裁廷の裁量を幅広く認め，仲裁
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廷が，IBA証拠規則の適用を誤ったという当事
者の主張を防ぐためでもある。
２）文書開示手続のタイムライン
国際仲裁における文書開示手続の具体的な時
期は，仲裁廷の定める手続スケジュールによる
こととなるが，両当事者の第一主張書面（申立
人側のStatement of Claim及び被申立人側の
Statement of Defense）及び第二主張書面（申
立人側のReply及び被申立人側のRejoinder）の
提出の間に実施されることが一般的である（図
１）。それゆえ，当事者は，第二主張書面にお
いて文書開示手続によって得られた証拠を利用
して主張立証を行うことができる。なお，米国
民事訴訟におけるディスカバリーは，通常，訴
訟手続の序盤，すなわち，実質的な主張立証が
行われる前の時点で実施される点で，まず最初
に手持ちの証拠で主張立証を求められる国際仲
裁における文書開示とはタイミングが異なる。
これが，IBA証拠規則が，英米法系と大陸法系
の文書開示手続の折衷的な手続といわれる所以
でもある。

図１　文書開示手続の具体的な流れ（例）

３）文書開示の範囲
IBA証拠規則上，文書開示が認められるのは，

①実体要件，――文書開示の対象となる文書が
仲裁事件と関連し，かつ，仲裁事件の結果にとっ
て重要であり（relevant to the case and mate-
rial to the outcome）（3.7条），後述する異議事
由（9.2条）に該当しないこと――，及び②後
述する文書開示要求の際の手続要件（3.3条）
をいずれも充足する文書である。
したがって，前述したDocument Holdによる

保全の対象となる文書は，潜在的に，仲裁事件
と関連し，かつ，その結果にとって重要である
と思われるものということになる。
４）文書開示手続の流れ

IBA証拠規則上，文書開示を求める当事者は，
まず，自らの主張を基礎づける手持ちの証拠を
すべて提出した上で（3.1条），第一手続命令で
定まる審理日程に則って，文書開示要求を行う
（3.2条）。

IBA証拠規則の下で，当事者が相手方に対し
て，文書開示要求を行う際には，具体的には以
下の点を明確にする必要がある（3.3条）。
ａ ．文書そのもの又は文書のカテゴリーを狭く
かつ特定し（narrow and specific category 
requested category of documents），かつ具
体的に記載して（description in sufficient 
detail）開示を求める。ただし，相手方がそ
のような文書を保有していると合理的に考え
られる場合に限られ，文書の存否に拘わらず，
探索的に文書開示を求めることは認められな
い点に留意する必要がある。
ｂ ．開示を求める文書がどのように仲裁事件に
関連しており，その結果に重要であるか
（relevant and material to the outcome）を
説明する。
ｃ ．文書開示を求める当事者自らは開示を要求
している文書を保有しておらず，相手方が
持っているはずであると考える理由を述べる。
これに対して，文書開示要求を受けた当事者
は，要求に同意して開示するか，異議を述べて



知　財　管　理　Vol. 74　No. 5　2024 535

これを拒否するかのいずれかの対応を行う（異
議事由の具体的内容は，2．2（4）で後述する。）。
仲裁廷は，当事者が異議を述べた文書開示要求
について，当該異議を解決することを目的とし
て協議するよう促す（invite）ことができる（3.6
条）が，最終的に当事者間で解決に至らない場
合，仲裁廷は，開示要求のあった文書について，
立証しようとする事項が仲裁事件と関連し，か
つ結果にとって重要であって，後述する9.2条
又は9.3条の異議事由に該当せず，上記3.3条の
要件が充足されていると判断した場合，当該文
書の提出を命じることができる。
なお，実務上，文書開示要求，これに対する
相手方当事者の異議，異議に対する再反論，及
び仲裁廷の判断を一覧性のある形で管理するこ
とを目的として，表１に例示するような
Redfern schedule又はStern schedule10）と呼ば
れる表形式の文書が用いられる。
５）プラハ・ルール
なお，2018年に，大陸法系の法律家が中心と
なり，プラハ・ルールと呼ばれる国際仲裁にお
ける手続規則（The Rules of the Efficient Con-
duct of Proceedings in International Arbitra-
tion）が公表された11）。プラハ・ルールはロシ
アの仲裁実務家が音頭をとり制定されたことも
あり，東欧の主要都市プラハの名を冠すること
で，東西諸国に等しく受け入れられる手続であ
ることをアピールしている。プラハ・ルールは，
（国際標準として，英米法及び大陸法双方の裁

判実務の折衷案的な仲裁手続を体現したと見ら
れている）IBA証拠規則に対して，なお英米法
の裁判実務に近い運用が行われているという立
場から，国際仲裁における文書開示手続を含む
証拠調べ手続に要する期間やコストへの不満を
解消することを目的として起草されたものであ
る。このようにプラハ・ルールは，IBA証拠規
則の対抗軸として打ち出され，IBA証拠規則同
様，第一手続命令で参照されることで仲裁手続
に取り込まれることが想定されている。
では，プラハ・ルールは，IBA証拠規則と何

が違うのか。それは，プラハ・ルールの下では，
当然に文書開示手続が認められるわけではない
ということである。まず，同ルールでは，仲裁
廷及び当事者は，原則として広範な文書開示手
続を避けることが奨励されている（4.1条）。こ
の点でIBA証拠規則では，文書開示手続がある
ことを前提に，文書開示の範囲が問題となるの
とは異なる。さらに，例外的に文書開示を要求
することができる文書についても，当事者が，
当該文書を具体的に特定することを求めている
（4.2条）。これは，前述したように，IBA証拠規
則がカテゴリーの表示をもって類型的に文書の
範囲を画定して開示要求を行うことを明文で認
めている点と比較すると，プラハ・ルールによ
る文書開示の範囲は限定的である12）。
では，国際仲裁における文書開示手続におけ

る負担を避けるために，プラハ・ルールを採用
したほうが得策なのか。結論から言えば，実は，

表１　Stern	schedule（書式例）

Document Request No. 1-Documents relating to［ . . .］
　　Documents or category of requested documents
　　Relevance and materiality：
　　 Agreement to produce or Summary of objections by 

disputing party to production of requested documents
　　Requesting party reply
　　Decision of the Tribunal
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ごく限られた地域を除いてプラハ・ルールを採用
する実務をあまり耳にしない。なぜならプラハ・
ルールを提唱するには覚悟がいるからである。
既述のとおり，IBA証拠規則とプラハ・ルール
のいずれを採用するかは，仲裁申立書と答弁書
が出た後，第一手続命令で定まる。この時点で
は，まだ相手方の主張や証拠はあまり見えてい
ない。そのためこのタイミングで，相手方への
文書開示は原則不要と戦略的に判断できる事例
は限られている。文書開示手続のメリットは，
こちらの主張立証に有利な証拠を相手から引き
出せるだけでなく，内部文書を開示させられる
虞があることで，相手方の虚偽の主張を抑制さ
せる効果にある。特に，当方の主張立証に必要
な証拠が相手方に偏在している場合には，プラ
ハ・ルールは禁物である。仮に，事案の性質上，
文書の開示を求める必要性が高くない場合に
は，IBA証拠規則に則れば，個々の文書開示要
求が認容される範囲は限定的であることから，
結論をみれば，IBA証拠規則を採用したかプラ
ハ・ルールを採用したかで大差はない。そう
なってくると，敢えて第一手続命令（実際には
命令が出される前に行われる手続準備会合）の
時点で，当事者はプラハ・ルールを採用すべき
と主張する必要もないし，IBA証拠規則に基づ
く実務に慣れ親しんだ仲裁廷も，一方当事者が
IBA証拠規則の採用を求めているときに，敢え
てプラハ・ルールの採用に踏み切ることもない
ということになる。したがって，多くの国際仲
裁は，むしろ，鵺的であるIBA証拠規則をいか
に自社の仲裁戦略に沿った形で利用するかが重
要となる。

2．2　文書開示手続における戦略

知財係争では，紛争解決に必要な証拠が一方
当事者に偏在することが往々にしてある。例え
ば，相手方が，ライセンス技術を流用している
と疑われる場合や，共同開発で自社の拠出した

バックグラウンド技術が相手方の別の開発とコ
ンタミネーションを起こしているのではないか
と疑われる場合，相手方が契約当時，特定の事
情を知っていたかが問題となるとき等，相手方
の組織内における情報共有の実体や研究開発や
事業活動，意思決定に関わる文書が立証上重要
となってくる。このように，文書開示手続にお
いては，事件の類型や主張立証の戦略の如何に
よって，相手方に幅広く開示を求めたい場合も
あれば，自社の文書の開示をなるべく避けたい
場合もある。以下では，文書開示手続において
IBA証拠規則を自社の仲裁戦略に則って如何に
有効に活用するかの実務的留意点を概説する。

（1）	文書開示手続における戦略的視点①	 		
―	戦略を早くから見極めよ

国際仲裁での文書開示手続は，事案，仲裁代
理人，仲裁人，仲裁地によって，運用に大きな
幅がある。米国や英国を仲裁地とする仲裁では，
米国訴訟のように外部ベンダーを導入して，大
量の社内文書を収集分析し，関連文書を抽出し
て事案を分析し，キーワード検索でヒットする
文書の開示を求めるe -discoveryを行ったり，
e-discoveryとまではいかなくとも，文書開示
要求が100件を超すことも稀ではない。他方で，
大陸法系のヨーロッパ大陸やアジアの諸国の中
には，文書開示要求はあってもせいぜい十数件
程度の例もある。そのような仲裁地では，当然
外部ベンダーを起用して，社内文書を網羅的に
収集する実務は一般的ではない。このように仲
裁地の裁判実務が，仲裁地の仲裁実務家の傾向
を介して，仲裁地の文書開示手続に間接的に影
響を与えていることもある。文書開示手続の実
務にこのような大きな幅があることから，文書
開示手続を，仲裁戦略に沿って作り込むことが
重要になってくる。仲裁地，仲裁人，仲裁代理
人選びが，文書開示手続の実務の与える実質的
な影響を考えることを踏まえると，契約交渉の
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段階で，契約から想起される紛争類型を踏まえ
て，仲裁合意を作り込んでいくことも重要となる。

（2）	文書開示手続における戦略的視点②		 	
―	仲裁廷を味方につけるべし

IBA証拠規則の解釈は，事案に応じた当事者
の戦略と当事者の文書開示要求に対する仲裁廷
の判断によって幅がある。そこで，紛争が顕在
化した時点で，双方が行う文書開示要求の程度
を想定して，それを踏まえて代理人，仲裁人を
選定する。この仲裁人の選定にあたり，文書開
示に対する考え方は重要な考慮要素の一つとな
る。これは仲裁人が英米法系か大陸法系かで文
書開示手続に対する考え方が異なりうるためで
ある。そのため仲裁人のデータベースで，各仲
裁人の文書開示手続への考え方が掲載されてい
ることもある。しかし最も大事なことは，仲裁
人の法的バックグラウンドの如何に拘わらず，
その文書が如何に仲裁廷の判断にとって重要で
あるか，まずは仲裁廷にその文書を見たいとい
う気にさせることである。IBA証拠規則の文書
開示の要件が抽象的であるために，なおさら相
手方の主張書面の記載や証拠に言及する等し
て，当該文書が必要である具体的な理由付けを
行うことが必要となる。

（3）	文書開示手続における戦略的視点③		 	
―	両刃の剣

IBA証拠規則に基づく文書開示の要件は，い
ずれも当該証拠の関連性，重要性，特定性といっ
た抽象的なものであるため，解釈に幅がある。
文書開示手続では，第一ラウンドで，一方当事
者は，相手方への文書開示要求を行い，第二ラ
ウンドで，相手方の文書開示要求への異議を出
し，第三ラウンドで，相手方の異議への再反論
を行う。そのため，相手方に対する開示要求の
範囲や相手方の開示要求に対する異議の理由付
けで自分が使ったロジックは，相手方による文

書開示要求や，自分が行った文書開示要求への
相手方による異議にも「流用」されることもあ
る。例えば，申立人側が，「仲裁事件の結果に
対する重要性」（IBA証拠規則3.3条）の意義を
狭く解釈した上で被申立人の文書開示要求に対
して異議を出した場合，被申立人も同様の解釈
を前提として，今度は申立人による文書開示に
異議を出してくることが想定される。反対に，
「そのもの又は文書のカテゴリーを狭くかつ特
定し（narrow and specific category requested 
category of documents），かつ具体的に記載し
て（description in sufficient detail）」という要
件や，「文書のカテゴリーを狭くかつ特定する」
（IBA証拠規則3.3条）という要件に関して，申
立人が緩やかな解釈を前提として，広範囲の文
書開示を求めた場合，被申立人からも同様の解
釈を前提として広範な文書開示要求が認められ
るべきだと，第三ラウンドで主張されうること
を念頭におくべきである。
このように，文書開示手続においては，当事

者が，文書開示を要求する立場であると同時に，
要求される立場でもあることを踏まえ，双方向
の議論の論理一貫性に注意を払いつつ，文書開
示の戦略を組み立てることが重要となる。

（4）	文書開示手続における戦略的視点④		 	
―	異議を唱えるべきか，それが問題だ

相手方が大量の内部文書の開示を要求してき
た場合，後述する，文書開示を拒める異議事由
も思いつくが，果たして文書開示要求を拒むの
が得策かというと，結論は，異議事由にもよる
し，異議事由があっても敢えて，文書の開示に
同意して，異議の範囲を狭めることが得策な場
合もあるということになる。
まず，以下では，実務上，特に争いとなる重
要な異議事由について概説する。
１）弁護士秘匿特権等
最も重要な異議事由は，弁護士秘匿特権
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（attorney -client privilege）である。依頼者と
弁護士との間の弁護士に法的助言を求めるコ
ミュニケーションは，弁護士に助言を求める権
利に実効性を持たせるためにも，文書開示要求
を拒むことができる。弁護士秘匿特権の対象と
なる文書の開示要求は，特別な事例を除き拒む
べきである。
では，弁護士秘匿特権は何法に基づいて判断

されるのかという話になるが，これも仲裁地の
法律か，個々の代理人の弁護士資格を定める法
律か，国際仲裁の場合には，様々な国の弁護士
資格を持つ代理人が仲裁手続で一堂に会するた
め，問題となる。例えば弁護士秘匿特権が明示
的に定められている英米法の弁護士と，弁護士
秘匿特権そのものの規定のない日本法の弁護士
とでは，取り扱いが異なるのかといった疑問が
生じる。
この点，IBA証拠規則では，異議事由を「弁
護士秘匿特権」と規定せず，文書の提出に対す
る「仲裁廷が適用されると判断した法令若しく
は倫理規則上の法的障碍又は特権」（9.2条（b））
がある場合には，当事者は文書開示を拒否する
ことができると定め，異議事由に幅を持たせて
いる。これは，弁護士秘匿特権が伝統的に幅広
いディスカバリーを認める英米法の概念である
こと，大陸法では，長らく弁護士の秘密保持義
務が弁護士秘匿特権と類似の機能を果たしてき
たことに配慮したためである。さらには，IBA
証拠規則9.4条（e）は，「当事者間の公正及び
公平を維持する必要性，特に，当事者が従わな
ければならない法令又は規則が異なるとき」に
は，これらの事情を法的障碍又は秘匿特権の適
用について斟酌できるとされている。これは，
弁護士秘匿特権や弁護士の秘密保持義務とい
う，各国の裁判制度や弁護士制度の違いをその
まま機械的に適用すると，国際仲裁の当事者間
の実質的な公平に反することから，弁護士秘匿
特権等の文書開示の異議事由の検討にあたり，

仲裁廷に当事者の公平を配慮することが求めら
れているためである。そのため，仲裁の当事者
や代理人の間で適用される弁護士秘匿特権の制
度が異なる場合，最も弁護士秘匿特権の保護の
厚い当事者を基準に，同一の基準が一律に仲裁
当事者代理人に適用されることが多い。
２）関連性及び重要性の欠如
仲裁廷は，当該文書開示要求が「文書提出要
求を行った当事者が立証しようとする事項が当
該仲裁事件と関連性を有しており，かつ当該仲
裁事件の結果にとって重要」でない場合には，
文書開示の要求を退ける（IBA証拠規則9.2条
（a））。それゆえ，当事者は，開示要求された文
書が当該仲裁事件と関連性がない又は結果に
とって重要でないことを理由に，文書開示要求
に対する異議を出すことができる。このような
異議の場合は，文書を開示しても害がない場合
には，一定の範囲で文書の開示に同意すること
で，相手方に協力的であることを仲裁廷にア
ピールする手段に使うこともある。
３）特定性の欠如

IBA証拠規則は，「存在することが合理的に
認められる対象文書の十分に限定かつ特定され
たカテゴリーの表示（文書の趣旨（subject 
matter）等）」により，文書開示を求めること
を明文で許容しており（3.3条（a）（ⅱ）），文書単
位で特定することまでは求めていない。しかし
ながら，前述のとおり，文書の存否の可能性に
拘わらず，探索的に文書開示を求めることは認
められておらず，また，カテゴリーの表示が過
度に広範であるか又は不明確であるような場合
には，十分に限定かつ特定されたものを対象と
するよう異議を述べることができる。
もっともこのような異議を出せる場合であっ

ても，全面的に文書開示要求を拒否するのでは
なく，文書開示を求められた側が，文書開示要
求のうち，一定の限られたカテゴリーについて
のみ文書開示に応ずることで，それらの限定さ
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れたカテゴリーに含まれない，その他の不特定
文書の開示要求を，仲裁廷が拒否しやすくする
戦略もある。
４）営業上又は技術上の秘密

IBA証拠規則9.2条（e）は，営業上又は技術
上の秘密であるとの理由により，仲裁廷がやむ
を得ないと判断したものを証拠排除の対象とし
て挙げる。もっとも，これを理由に拒否できる
のは「仲裁廷がやむを得ないと判断するもの」
に限られ，仲裁廷は秘密性と係争の関係や，開
示のインパクト等諸般の事情を考慮して判断す
ることから，秘密性を主張すれば常に文書開示
要求を拒めるわけではない。
さらに，IBA証拠規則9.5条は「適当な秘密保
護を条件として，文書の提出，及び証拠の提出
又は検討を許可するための必要なアレンジメン
トをすることができる」と定める。例えば，当
事者が営業上又は技術上の秘密であることを理
由に異議を出した場合，仲裁廷は，一定の秘密
部分の黒塗りや，代理人と仲裁廷のみが閲覧し
て文書開示の要否を判断するインカメラ手続
等，外部の代理人のみに秘密性の高い文書のア
クセスを認めるattorneys eyes onlyの秘密保持
命令を併せて出すことが考えられる。

2．3　文書開示命令に応じないリスク

文書開示手続は，当事者が文書開示要求に合
意できない範囲について，最終的には，仲裁廷
が開示すべき範囲が決定し，当事者に対し文書
開示命令を出す（前述したとおり，実務上，各
文書開示要求に対する仲裁廷の個別の判断も
Redfern scheduleに追加される形で行われるこ
とが通常である）。この際，不幸にして仲裁廷
の文書開示命令に納得がいかなかった場合でも，
文書開示命令には従うのが鉄則である。文書開
示命令に応じない最大のデメリットは，仲裁廷
の信頼を失うことである。加えて，IBA証拠規
則には以下のような不利益が定められている。

第一に，仲裁廷による不利益な推認（adverse 
inference）がある。IBA証拠規則9.6条は，「当
事者が，文書提出要求に関し，適時に異議を申
し立てず，かつ十分な説明をしないで求められ
た文書を提出しなかったとき，又は仲裁廷が提
出を命じた文書を提出しなかったときは，仲裁
廷は，当該文書が当該当事者にとって不利益な
ものである（adverse to the interest of that 
Party）と推認することができる。」と定める。
adverse inferenceとは，正当な理由なく証拠を
開示しない場合に，当該文書を提出しなかった
ことを根拠に，仲裁廷が特定の事実の存否につ
いて，当該当事者の不利益な推認を行うことが
許容されるという意味である。ただし，仲裁廷
が実際に現物を見ていない文書に基づいて，ど
の程度の推認を行うことが適切であるかについ
ては議論がある。特定の事実の存否を認定する
上での一事情であるにとどまり，仲裁廷が，
adverse inferenceのみを理由として，当該文書
と関連する事実について直ちに当該当事者に不
利益な認定を行うことはあまりない。
第二に，手続費用の割り当てである。国際仲

裁では，仲裁廷には，予め当事者が異なる合意
をしていない限り，一方当事者に，他方当事者
の仲裁費用の全部又は一部を負担させる判断を
行う裁量がある。通常は，敗訴者負担ルール
（Costs follow the event）が適用されるが，加
えて，仲裁手続における当事者の対応を考慮し
て，仲裁費用の分配を決めることができる。こ
の点IBA証拠規則9.8条は，仲裁手続費用の割り
当てについて，当事者が文書開示手続を含む証
拠手続において「誠実な対応」をしなかったと
仲裁廷が判断したときは，これを考慮すると定
める。仲裁手続における費用負担に関する判断
（cost award）において，当事者が仲裁廷の定
めたスケジュール及び仲裁廷の開示命令どおり
に文書開示を実施しないことにより仲裁手続が
遅延し，手続費用が増加した場合には，増加分
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を当該当事者に割り当てるという判断が行われ
ることもあり得る。実際，筆者が仲裁人となっ
た案件で，勝訴した当事者の極めて非協力的な
対応に鑑み，敗訴した当事者の仲裁費用の一部
を勝訴当事者に負担させたことがある。

2．4　文書開示のない仲裁手続

国際仲裁の世界標準の実務ではIBA証拠規則
に則った文書開示手続が行われると縷々述べて
きた。ところが，日本企業に身近なアジアで，
国際標準の仲裁実務が行われていない国が存在
する。中でも文書開示の実務が確立していない
のが中国の国内仲裁である。本稿の主題である
「国際仲裁」でなく，中国の「国内仲裁」の話
なので唐突に感じるかも知れないが，現行の中
国仲裁法では，日本企業の中国子会社と中国企
業との間の契約では，中国の仲裁機関を選定し，
中国を仲裁地とする必要があるとされている点
で，中国に子会社を持つ日本企業はこれについ
ても理解しておく必要がある。特に，知財ライ
センス等，ライセンシーの実施状況をモニター
する必要性の高い契約では，仲裁合意にIBA証
拠規則の参照を合意するとともに，契約の中で，
ライセンシーの情報開示義務，ライセンサーに
よる立入検査権限等を明示的に規定することが
重要である。また，仲裁手続言語を英語にし，
仲裁廷の長を第三国人にする等，なるべく，中
国の国内仲裁でも国際標準の実務に則った仲裁
手続を実現するための仲裁合意の作り込みも重
要である13）。
なお，脱稿の時点で公表されているシンガ
ポール国際仲裁センター（SIAC：Singapore 
International Arbitration Centre）の改正規則
案で新たに提案されているStreamlined Proce-
dureでは，文書開示要求が認められていない
（Schedule 2.11（b）条）。これは係争額が100万
シンガポールドルを超えない比較的少額の係争
において，単独仲裁人が就任後３か月以内に仲

裁判断を出すことが求められているためである。
注意すべきは，SIACの規則は改正されれば，
自動的に最新の規定が適用になる点である。こ
のため，既にSIACの仲裁合意を締結している契
約には，自動的にこのStreamlined Procedureが
適用される（SIACがStreamlined Procedureに
経過規定を導入すれば別である。）。もちろん当
事者が合意すればopt outすることはできるが，
係争が起きてからでは当事者の合意は難しいた
め，opt outを希望する場合には，係争が起き
る前にopt outの合意をすることが望ましい。

3 ．		仲裁手続の秘密性と対外的情報開
示の実務対応

3．1　仲裁手続における「非公開」と「秘密」

紛争解決の手段として，訴訟ではなく仲裁を
採用することのメリットとして，秘密性が挙げ
られることが多い。しかし，本稿冒頭で述べた
とおり，仲裁手続における「非公開（Privacy）」
と「秘密（Confidentiality）」は異なる概念であ
る点に留意する必要がある。仲裁手続が非公開
であることは，一般に，仲裁手続における審問
期日に第三者の出席・傍聴を許さないことを意
味する。この点，仲裁手続は，公権力たる裁判
所が判断権者となる訴訟と異なり，私人間の紛
争解決である商事仲裁の場合は，私的な紛争解
決手段としての性質を有することから，当事者
のみによる非公開の手続で実施される。しかし，
手続が非公開であることは，当事者が仲裁手続
の内容（進行状況，主張書面，提出証拠，審問
期日の記録，仲裁判断等）を第三者に開示する
ことを直ちに禁止するものではない。したがっ
て，仲裁手続の秘密性を保持するためには，仲
裁合意の当事者が仲裁手続に関連して秘密保持
義務を負っているか確認する必要がある。
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3．2　秘密保持義務の法的根拠

仲裁合意の当事者は，仲裁合意を定める契約
で秘密保持条項を定めていることが多い。もっ
とも，契約に定める秘密保持条項は，仲裁を行っ
ている事実等を含め，仲裁手続で起こることを
カバーしきれていない場合がある。
この点，仲裁地の仲裁法や仲裁規則で秘密保
持義務が課されていないか問題となるが，仲裁
法において明文で当事者に秘密保持義務を課す
国・法域は多くない14）。また，仲裁規則のデフォ
ルト・ルールも一様ではない点に注意しなけれ
ばならない。例えば，SIAC仲裁規則は，仲裁
手続の全当事者及び仲裁廷に対して，秘密保持
義務を課している（39条１項及び２項）。他方で，
ICC仲裁規則 15）やUNCITRAL仲裁規則 16）は，
当事者に対する秘密保持義務を定めていない。
これは，ICCやUNCITRALの仲裁規則が，私
人間の紛争解決を超えて，国家間の紛争解決や
国家と投資家との紛争解決にも利用されるため
である。このため，第一手続命令等で，当事者
の秘密保持義務等を規定することが重要となる。

3．3　秘密保持義務の例外

仲裁規則や当事者の合意によって当事者が秘
密保持義務を負う場合であっても，かかる秘密
保持義務は絶対的なものではなく，一定の制約
を受ける。具体的には，規制法上当局に情報開
示義務を負う場合や，証券取引所の定める適時
開示義務に従って情報開示を行う場合が挙げら
れる。例えば，SIAC仲裁規則39条２項は，法
律上開示が義務付けられる場合，規制当局の要
求に従う場合，自己の法的権利を実現すること
を目的とする場合等を，秘密保持義務の例外と
して列挙する。
上場企業であれば，証券取引所の上場規程に
基づく適時開示義務を，秘密保持義務の例外と
して検討することとなる。東京証券取引所の有

価証券上場規程は，上場会社は「財産権上の請
求に係る訴えが提起された場合」，又は「当該
訴えについて判決があった場合」，若しくは「当
該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判に
よらずに完結した場合」であって，同規程の定
める一定の財務上の影響がある場合には，その
内容を開示することを義務付けている（402条
２号d）17）。同規程の解説によれば，相手方によ
る仲裁手続の申立ては，「訴えが提起された場
合」に該当しないものの，仲裁廷による仲裁判
断は裁判所による「判決」と同様に，所定の財
務上の影響がある場合には開示義務を負うこと
になる18）。なお，上場規程の定める開示義務は
ないと判断される場合に，適切な会社情報開示
の観点から任意の開示を行おうとするときは，
秘密保持義務の違反とならないよう，適用され
る仲裁規則や仲裁廷の決定による秘密保持義務
の内容を慎重に検討するべきである。

4 ．	おわりに

以上，国際仲裁の国際標準実務である文書開
示手続の概要と実務上の留意点，仲裁の秘密性
を担保するためのポイントを紹介した。知財に
関わる国際仲裁が今後とも増えることが見込ま
れる中，企業の知財・法務担当者としては，従
来型の裁判による紛争解決に加えて，国際仲裁
の実務を理解し，備える必要がある。具体的に
は，紛争になる前，契約交渉の段階で，契約か
ら生ずる虞のある紛争をイメージし，それらの
紛争解決に相手方の内部文書が必要となるか等
を検討した上で，仲裁合意における仲裁地選び
やIBA証拠規則への言及，相手方からの情報提
供義務の規定を契約に入れ込むことの要否等を
検討することが重要である。
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